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当社の商標権を侵害したアフィリエイターに対する損害賠償請求訴訟の判決について

　当社は、登録商標であるBroadWiMAX(登録番号第5470642号)を、リスティング広
告(※1)において無許可で使用したアフィリエイターに対して、2023年10月1日、損害
賠償請求訴訟を提起し、2023年12月27日、東京地裁(裁判長裁判官 國分隆文)で認容判
決が確定しました。

　当社は、今後も、当社に対する商標権侵害等の違法行為に対しては必要に応じて法的
措置を含む適切な対応を行ってまいります。

　※1 ：出稿されていたリスティング広告(一部黒塗り)
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